
令和６年 10月鈴鹿市選挙管理委員会臨時会 会議録 

 

１ 開会場所 鈴鹿市役所本館 11階 1102会議室 

２ 開会日時 令和６年 10月 10日（月）10時 00分開会同日 11時 30分閉会 

３ 出席委員 宮﨑由美子委員長、前田和己委員、大薮延子委員、玉田一行委員 

４ 出席書記 仲道事務局長、日置書記、藤田書記  

５ 臨時会 

（１） 議案第 23号  不在者投票用紙等の交付について 

  ア 日置書記から説明を行った。 

  イ 議案を審議し、原案どおり可決となった。 

（２） 議案第 24号  不在者投票の投票用紙等の交付場所について 

  ア 日置書記から説明を行った。 

  イ 議案を審議し、原案どおり可決となった。 

（３） 議案第 25号  不在者投票等の時間の特例について 

  ア 日置書記から説明を行った。 

  イ 議案を審議し、原案どおり可決となった。 

（４） 議案第 26号  在外投票（帰国投票）投票用紙等の交付について 

  ア 日置書記から説明を行った。 

  イ 議案を審議し、原案どおり可決となった。 

（５）議案第 27号  在外投票（帰国投票）投票用紙等の交付場所について 

  ア 日置書記から説明を行った。 

  イ 議案を審議し、原案どおり可決となった。 

（６）議案第 28号  在外投票（帰国投票）における期日前投票所の指定について 

  ア 日置書記から説明を行った。 

  イ 議案を審議し、原案どおり可決となった。 

（７）議案第 29号  ポスター掲示場の場所等について 

  ア 日置書記から説明を行った。 

  イ 議案を審議し、原案どおり可決となった。 

（８）議案第 30号  裁判官の氏名等の掲示場所について 

  ア 日置書記から説明を行った。 

  イ 議案を審議し、原案どおり可決となった。 

（９）議案第 31号  投票所の設置について 

  ア 日置書記から説明を行った。 

  イ 議案を審議し、原案どおり可決となった。 

（10）議案第 32号  投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任について 



  ア 日置書記から説明を行った。 

  イ 議案を審議し、原案どおり可決となった。 

（11）議案第 33号  投票記載所の氏名等の掲示の順序のくじを行う日時及び場所について 

  ア 日置書記から説明を行った。 

  イ 議案を審議し、原案どおり可決となった。 

（12）議案第 34号  期日前投票所の決定について 

  ア 日置書記から説明を行った。 

  イ 議案を審議し、原案どおり可決となった。 

（13）議案第 35号  期日前投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任について 

  ア 日置書記から説明を行った。 

  イ 議案を審議し、原案どおり可決となった。 

（14）議案第 36号  期日前投票所の開閉時間の変更について 

  ア 日置書記から説明を行った。 

  イ 議案を審議し、原案どおり可決となった。 

（15）議案第 37号  開票の場所及び日時について 

  ア 日置書記から説明を行った。 

  イ 議案を審議し、原案どおり可決となった。 

（16）議案第 38号  最高裁判所裁判官国民審査の開票の日時について 

  ア 日置書記から説明を行った。 

  イ 議案を審議し、原案どおり可決となった。 

（17）議案第 39号  開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任について 

  ア 日置書記から説明を行った。 

  イ 議案を審議し、原案どおり可決となった。 

（18）議案第 40号  開票立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所について 

  ア 日置書記から説明を行った。 

  イ 議案を審議し、原案どおり可決となった。 

６ 委員協議会事項 

（１） 衆議院議員選挙等に係る臨時会について 

  １ 令和６年 10月 14日（月）午前 10時から 

場所 鈴鹿市役所本館 12階 1205会議室 

主な議題 選挙時登録 

 

  ２ 令和６年 10月 15日（火）午後６時から 

    場所 鈴鹿市役所本館 12階 1205会議室 

    主な議題 氏名掲示くじ引き 



 ３ 令和６年 10月 24日（木）午後６時から 

   場所 鈴鹿市役所本館 11階 1102会議室 

   主な議題 開票立会人くじ引き 

（２） ２ その他  

(ア)鈴鹿市役所本館期日前投票所の投票立会人の配置について  

   大薮委員から鈴鹿市役所本館期日前投票所における投票立会人の配置について、

現状はテントの奥に配置しているため、もう少し投票箱を確認できる位置に変更す

べきとこと。 

（イ） 投票日当日の選挙管理委員の巡視について 

    これまで午前中に二組に分かれて４、５か所を委員がまわっていたが、今回は午 

前と午後に分かれて４，５か所まわることとなった。対象の投票所及び回る順序は 

委員長が次回の臨時会までに選定する。 

 

委員協議会を終了。 

 

この会議録が真正であることを確認して、署名する。 

令和６年 10月 10日 

委員長   宮 﨑 由 美 子 


